
 

別記様式第１３号 議事録 

 

令和５年４月２６日公表 

 

令和 4年度 第 2 回名古屋支社等入札監視委員会定例会議議事録 

開催日及び場所 令和 5年 1月 23 日（月） 中日本高速道路（株）8 階会議室 

 

出席委員 

（敬称略。委員について

は、５０音順。） 

委員長：柴田 達男（前公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会理事長） 

委員： 小髙 猛司（名城大学 教授） 

中村  光（名古屋大学 教授） 

中村 正典（弁護士） 

森田 明美（弁護士） 

横田 直和（関西大学 教授） 

審議対象期間 令和 4年 4月 1日～令和 4 年 9月 30 日 

抽出案件 総件数    5 件 （備考） 

工事（一般競争入札） 1 件  

工事（指名競争入札） 1 件  

工事（特命契約方式） 1 件  

調査等 

（簡易公募型競争入札方式） 

1 件  

物品・役務（せり下げ方式） 1 件  

 

委員からの意見・質問、そ

れに対する回答等 

 

 

（別紙のとおり） 

 

 

委員会による意見の具申

又は勧告の内容 

 

審議案件について、特に問題なし。コメントとして次の 3 点を示す。 

 

・工事等の発注について 1 者入札や入札不調を避けるため、できるだけ

参加者が増えるよう、入札方法や仕様を十分検討すること。 

・見積協議方式については、契約の適正を検証するため、協議内容の概

要を報告すること。 

・防災型発注方式については、迅速性の確保に向けた制度の在り方をさ

らに検討すること。 
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別紙 委員からの意見・質問、それに対する回答等 

１．入札及び契約手続の運用状況等の報告（委員会規則第 2条第 1 号） 

意見・質問 回答 

特になし 

 

― 

 

 

２．入札執行状況等に関する統計のとりまとめ及び分析結果並びに契約に係る談合等不正行為等

の疑義事案の報告・審議（委員会規則第 2 条第 3号） 

意見・質問 回答 

特になし 

 

― 

 

３．入札及び契約に係る談合等不正行為の疑義事案並びに手続の瑕疵等の疑義事案に関する調査

結果の報告・審議（委員会規則第 2条第 4 号） 

意見・質問 回答 

特になし 

 

― 

 

 

４．契約変更に関する点検結果の報告・審議（委員会規則第 2 条第 5号） 

意見・質問 回答 

①変更契約①について、対象橋梁 18 橋のう

ち何橋で路面沈下が発生し、何橋で対策工

が必要となったのか。 

土工工事では事前調査が重要になってく

る。今後行われる工事において、今回の教

訓を活かしてもらいたい。 

 

②変更契約①について、施工中に路面沈下

が発生した、施工不良なのか、もともと調

査をして想定していた設計と違ったものだ

ったのかの判断が難しいところではある

が、施工不良と判断しなかったのはなぜか。 

また、現状 NEXCO は点検の情報・現地の情

報をどの程度確認して設計を行っているの

か。 

点検結果の情報を共有しながら計画・工事

と進めていただきたい。 

①調査において、1 橋で路面沈下が発生し、対策工

が必要となったと認識しています。 

 

 

 

 

 

②調査においては、今回は施工不良の結果地盤沈下

が発生したものではないと確認しています。理由に

ついては具体的に確認しておりません。 

点検結果に基づき計画を立て、発注を行っています

が、今回調査した中で、どの程度点検結果の情報を

反映して設計をおこなっていたかについては確認

が取れておりません。 
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５．抽出案件の審議 

（１）工事（一般競争入札方式） 

工事名：新名神高速道路 錐ヶ滝橋他 1橋(PC 上部工)拡幅工事 

①発注単位を細かくすることでもっと応札者を

増やすことができたのではないか。 

 

 

 

 

 

②見積単価の差異が大きい支承取替について、

差異は材料単価から起因するものなのか、もし

くは施工単価から起因するものなのか。また、

それらについては昨今の物価高によるものか。 

 

③拡幅工事については当初施工した者が現場を

熟知していることから、他者が入りづらくなる

ことから 1 者入札となりがちになると思うが、

そういった状況は他にもあるのか。 

一般競争入札を行って品質が悪いものができる

のではなく、現場を熟知していて安く品質の良

いものができるのであれば、入札方法を柔軟に

考えてもよい案件であると個人的には感じた。 

 

④価格協議概要書については要約したものであ

っても協議内容を資料として添付してほしい。 

 

⑤笹路川橋は錐ヶ滝橋と橋梁形式等が異なるた

め、別発注とした場合、複数入札があったので

はないかという印象をもつが、この工事全体の

中で笹路川橋に占める割合は何割くらいと考え

ていたのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 2 橋の工事を別発注とすると、規模が小さく 

不調となるリスクがあると考えたため、2 橋の工

事を合わせて発注しています。また、発注につい

ては施工地区が同じであり、分けて同時に施工

を行うことは難しいと考えたため、上下線一体

の発注にしています。 

 

② どちらの項目でも単価差がありました。 

差額が物価高によるものかどうかはまだ確認で

きていないため、今後確認を行っていきます。 

 

 

③ 発注者として競争性は確保する必要がある 

と考えており、今回は施工技術競争型発注方式

を用いて競争入札を行うことで、競争性・公平性

を担保しています。他の工事でも同様です。 

この会社でしか施工できないという理由がなけ

れば難しいというところはご理解いただければ

と思います。 

 

 

④ 承知しました。 

 

 

⑤ 全体額からすると割合は僅かになります。 
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（２）工事（指名競争入札方式） 

工事名：名古屋支社 スマートインターチェンジ集約監視設備工事  

① NEXCO 側では積算額をどのようにしている

のか。 

 

 

 

 

② 参考見積は今回入札された者を含めて何者

から提出されたものだったのか。 

 

 

③ 設備の中にソフトウェアを入れる工事につ

いては既存の設備を入れている会社が受注

することが多いと考えられるが、今回落札し

た者は既存設備を入れた者か。 

① 積算にあたっては、入札前に参考見積を複数 

の者から徴取し、妥当性を判断した上で、当社の

積算額としています。 

 

 

 

② 複数の者から提出されています。 

 

 

 

③ 既存設備の納入者ではありません。 

（３）工事（特命契約方式） 

工事名：中央自動車道 御湯川橋橋梁補修工事 

①防災型発注方式での不成立から特命契約に移

行するまでに 4か月経過している。AA判定とさ

れているため、速やかに補修を行わなければい

けないと思うが、制度的に迅速な対応が難しか

ったのか。 

今回損傷に対する補修について緊急性があり、

すぐに工事に入りたかったことを考えると、防

災型発注方式からの次の動きに対しての制度設

計がうまくできていないと考えられる。改善が

必要な事項ではないかと感じた。 

 

②橋梁工事で不成立が多いのはなぜか。NEXCOの

積算が低すぎると業界関係者に知られていて入

札してくれないのではないか。 

現場に行きにくいなどの個別事象の状況により

乖離が出てきているのか。 

 

 

 

 

 

 

① 防災型発注方式では図面や特記仕様書が不 

要とされる方式であり迅速性を考慮した方式で

すが、特命契約に移行するにあたって、図面等必

要となり発注図書を作成したため結果として 4

か月期間が必要となりました。 

 

 

 

 

 

 

② 小規模な工事や鋼橋補修工事等について不 

成立が多い状況はございます。積算要領にない

項目についても参考見積等で積算を行っている

が、積算額が入札額と乖離する状況が見られる

ため当社で現場に応じた積算額の把握に努めて

いきたいと考えています。 

実態としては地域性も要因として考えられま

す。 
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③緊急性を擁しているのであれば、最初から特

命契約を行うことは考えられなかったのか。 

 

 

 

④防災型発注方式を採用したにも関わらず、通

常の入札手続と同じくらいの期間を要している

が。 

③ 緊急性はあるものの、本線を通行止めとしな 

ければいけない災害レベルの損傷ではないと判

断しており、特命契約や災害応急復旧工事での

契約を行うことはしていない。 

 

④ 防災型発注方式で契約できている実績もあ 

り、災害応援協定締結会社の中で小規模な橋梁

補修工事をすぐに行っていただける者がいなか

った状況です。引き続き業界団体を通して協定

締結会社に制度をアピールしていきたいと考え

ています。 

（４）調査等（簡易公募型競争入札方式） 

件名：紀勢自動車道 本駒橋基本詳細設計 

特になし － 

（５）物品・役務（せり下げ方式） 

件名：令和 4 年度 防災用情報収集業務 

①契約制限価格の設定が困難な事案はどういっ

たものがあるか。また、本件が契約制限価格の設

定が困難であると判断した理由は何か。 

 

 

 

 

 

 

②NEXCO 以外に当該業務を必要とする会社が契

約をしてしまうことで、NEXCO の入札に参加して

もらえなくなることは考えられないか。 

 

 

③大規模災害であれば NEXCO だけの問題ではな

くなるため、国交省に働きかけることはできな

いのか。 

 

 

 

 

④2 年間の飛行時間として予定されている 50 時

間を超過した場合の契約・金額の設定はどうい

ったものか。 

①役務に関しては状況に応じて価格等の調査を

しなければならないものがあり、そのような場

合は契約制限価格の設定がしづらい場合があり

ます。また、価格変動が大きいものについても

該当すると考えられます。 

当該案件については、空港使用料や燃料費につ

いて変動が激しいことから、契約制限価格の設

定が難しいと判断しました。 

 

②情勢の変化等について業界団体と意見交換を

行いながら適切に運行の確保ができるような条

件設定を見極めていきたいと考えています。 

 

 

③他高速道路会社も同様の契約を行っており、

それぞれが機体を確保しているため、応援を求

めることも物理的に可能です。 

国と高速道路会社では確認する観点が異なるこ

ともあり、国・内閣府への要請は現段階では行

っていません。 

 

④50 時間は予定数量であり、実績として 50時間

を上回れば超過する部分については精算を予定

しています。 

 


